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本日の内容

・高年齢の労働者をめぐる現状について

・外国人労働者と労災について

・労災診療費算定基準の改定について

・労災レセプトオンライン請求について

・日本医師会 労災・自賠責委員会について
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高年齢の労働者をめぐる現状について
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労働災害による死亡者数、休業４日以上の死傷者数の長期的な推移

4,330

3,725

3,3453,302

3,326

3,077

3,009

2,912

2,674

2,588

2,635

2,572

2,318

2,342

2,549

2,419

2,550

2,489

2,354

2,245

2,301

2,414

2,363

2,078
1,844

1,9921,889

1,790

1,658

1,628

1,620

1,514

1,472

1,357

1,268

1,075

1,195

1,024

1,093

1,030

1,057

972

928

978

909

845

784

778

774

755

746

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

昭

和

49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
平

成

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
令

和

1

2 3 4 5 6

347,407

322,322
333,311

345,293
348,826

340,731

335,706

312,844

294,319

278,623

271,884

257,240

246,891

232,953

226,318

217,964

210,108

200,633

189,589

181,900

176,047

167,316

162,862

156,726

148,248

137,316

133,948

133,598

125,918

125,750

122,804

120,354

121,378

121,356

119,291

105,718

107,759

114,176

119,576

118,157

119,535

116,311

117,910

120,460

127,329

125,611

125,115

130,586

132,355

135,371

135,718

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000
休業４日以上の死傷者数（人）

近年、増加傾向にあり、４年連続で増加

死
亡
者
数
（
人
）

死亡者数（人）

長期的に減少傾向にあり、過去最少

・

4

死
傷
者
数
（人
）



高年齢労働者の労働災害について①
高齢者の就労と被災状況

60歳以上の高齢者の割合(平成16年→令和６年)
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高年齢労働者の労働災害について②
性別・年齢層別労働災害発生率（令和６年、休業４日以上死傷度数率）

⚫ 休業４日以上の死傷災害の度数率（百万労働時間当たりの災害発生数）は、男性は５５歳以上、女性は５０歳以

上で全年齢平均の度数率をわずかに上回り、６０歳以上で、加齢に応じ、顕著に上昇していく傾向がある。

⚫ 休業見込み期間は、年齢が上がるにしたがって長期間（重篤化）する傾向がある。加齢による身体機能の低下や

身体の頑健さの低下が原因と推定される。

0.88 0.91

2.23

2.63

3.07

1.27 

0.49
0.59

2.32

3.37

3.92

3.54

1.21 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

男 女

データ出所：度数率…死傷者数÷延べ労働時間数 ×1,000,000
：延べ労働時間数 ：労働力調査（年次・基本集計第Ⅱ-９表 平均週間就業時間及び第1-2表）から算出
：死傷者数 ：平成27年から令和６年までの休業４日以上の死傷災害…労働者死傷病報告（新型コロナウイルス感染症のり患を除く）

※ 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く
※ 死亡災害は、休業３カ月以上に算入
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高年齢労働者の労働災害について③
年齢階層別・男女別の労働災害発生率（度数率）の傾向（事故の型別の分析）

⚫「墜落・転落」、「転倒による骨折等」では、特に60歳以上で、加齢に応じ、労働災害発生率（度数率）が著しく上昇する。

⚫「動作の反動・無理な動作」と「はさまれ・巻き込まれ」も、加齢に応じ、労働災害発生率が上昇する傾向がある。
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0.09）の19倍
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事故の型別・年齢階層別・男女別の度数率（令和６年）
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データ出所：度数率…死傷者数÷延べ労働時間数 ×1,000,000
：延べ労働時間数…労働力調査（年次・2024年・基本集計第Ⅱ-９表）
：死傷者数 ：平成27年から令和６年までの休業４日以上の死傷災害…労働者死傷病報告（新型コロナウイルス感染症のり患を除く）

※ 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く
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年齢別の身体機能の状況

年齢別の身体機能の測定結果では、加齢とともに評価値が低い者の割合が増加し、60歳以上になるとそれ

が顕著となる。ただし、これらは平均であって、個人によりばらつきが大きいことに留意する必要がある。

出典：中央労働災害防止協会「高年齢労働者の身体的特性の変化による災害リスク低減推進事業に係る調査研究報告書」（平成22年） 

バランスを崩さずに進める最大の２歩幅の測定（歩行能力・下肢筋力）

➢ ２ステップテスト

➢ 座位ステッピングテスト
一定時間内に座位で足を動かせる回数の測定（下肢の敏捷性）

➢ 閉眼片足立ち
目を閉じた状態での片足立ち可能時間の測定（静的バランス能力）

➢ 開眼片足立ち
目を開けた状態での片足立ち可能時間の測定（静的バランス能力）

※ 評価１～２がハイリスク、３～５がローリスク（５が最もリスクが少ない）を示す。

出典：第170回安全衛生分科会資料
8



加齢による身体機能の低下による労働災害リスクの増加

高年齢者の災害発生率の増加には、個人によりばらつきはあるが、業務に起因する労働災害リス

クに、加齢とともに進む筋力やバランス能力等の身体機能や身体の頑健さの低下による労働災害リ

スクが付加されていることが大きいと考えられる。

不点灯の蛍光管を交換するため、脚立を用いて作業してい
た
↓

ステップで足を踏み外し、転落
↓

右足を床面に強打し、捻挫 （休業見込期間は１か月）

≪労働災害の発生要因≫

照度が不十分な環境であったことに加え、労働者の視力や筋力等の身体機能の低下も一因と推察される。

被災者情報

性別 男性

年齢 ６０代

経験年数 ３年

<ケース③>

工場の作業場で水をまいて清掃していた
↓

濡れた床で足をすべらせ、転倒
↓

右手をつき、骨折 （休業見込期間は６か月）

<ケース①>

≪労働災害の発生要因≫清掃中に床が濡れていた。身体機能の低下も一因と推察される。

被災者情報

性別 女性

年齢 ６０代

経験年数 ９か月

商品の陳列作業中に、店内の別の売場に商品を取りに行く
↓

床に足をとられ、何もないところでつまづき、転倒
↓

右ひざを床に強打し、骨折 （休業見込期間は２か月）

<ケース②>
被災者情報

性別 女性

年齢 ７０代

経験年数 １年
≪労働災害の発生要因≫ 身体機能の低下。

9出典：第170回安全衛生分科会資料



高年齢労働者の労働災害防止対策の現状
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エイジフレンドリーガイドラインの普及状況

60歳以上
の高年齢
労働者が
業務に従
事してい
る事業所

「エイジ
フレンド
リーガイ
ドライ

ン」）を
知ってい

る

高年齢労
働者に対
する労働
災害防止
対策に取
り組んで

いる

高年齢労
働者の労
働災害防
止対策に
取り組む
方針の表

明

身体機能
の低下等
による労
働災害発
生リスク
に関する
リスクア
セスメン
トの実施

身体機能
の低下を
補う設

備・装置
の導入

高年齢労
働者の特
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した作業

管理

労働災害
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的とした

体力
チェック
の実施

個々の高
年齢労働
者の健康
や体力の
状況に応
じた対応

高年齢労
働者の特
性に応じ
た教育

その他

77.7％ 23.1％ 19.3％ 20.3％ 29.4％ 25.２％ 56.5％ 10.3％ 45.9％ 27.7％ 1.4％

必要性を感じな
い

自社の60歳以上
の高年齢労働者
は健康である

他の経営課題と
比較して優先順

位が低い

高齢者扱いをす
ると労働者が反

発する

取り組み方がわ
からない

労働者の関心が
ない

その他 不明

23.2％ 48.1％ 14.2％ 12.9％ 33.5％ 15.4％ 3.4％ 3.1％

高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいない理由

出典：令和５年労働安全衛生調査

⚫ 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）に基づく
取組が進んでいない。とりわけ、身体機能の低下等による労働災害発生リスクに関するリスクアセスメン
トの実施や身体機能の低下を補う設備・装置の導入の状況をはじめとして、全体的に低調となっている。

⚫ 取り組んでいない理由について、「自社の60歳以上の高年齢労働者は健康である」と回答した事業場が多
くなっている（48.1%） 。身体機能の低下による労働災害のリスクへの理解が進んでおらず、その結果、
そのような労働災害の防止のための取組が行われないことで、労働災害の増加に歯止めがかからない状況
に繋がっていると考えられる。

出典：第170回安全衛生分科会資料 11



【参考】エイジフレンドリーガイドラインの概要
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

⚫ 経営トップによる方針表明と体制整備
経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針

を表明し、対策の担当者を明確化します。労働者の意見を聴く

機会を設けます。

⚫ 高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメント

の実施
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクに

ついて、災害事例やヒヤリハット事例から洗い出し、優先順位

をつけて２以降の対策を実施します。

１ 安全衛生管理体制の確立

⚫ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主にハード面の

対策）
身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装

置等の改善を行います。

⚫ 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主にソフト面の

対策）
敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮し

て作業内容等の見直しを行います。

２ 職場環境の改善

⚫ 健康状況の把握
雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに 、

高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取組を実

施するよう努めます。

⚫ 体力の状況の把握
事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況

を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢労働者

を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。

    ※ 健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に

関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき

措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

⚫ 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
  ・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数

の減少、作業の転換等の措置を講じます。

  ・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務を

マッチングさせるよう努めます。

⚫ 心身両面にわたる健康保持増進措置
・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指

針）  」に基づく取組に努めます。

・ 集団及び個々の高年齢労働者を対象として、身体機能の維持向上のた

めの取組を実施することが望まれます。

・「労働者の心の健康の保持増進のための指針（メンタルヘルス

指針）」に基づく取組に努めます。

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

⚫ 高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と

対策についての教育を行うよう努めます。

 （再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従

事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。）

５ 安全衛生教育

出典：第170回安全衛生分科会資料 12



高年齢労働者の労働災害防止対策の中小企業への支援の概要
（エイジフレンドリー補助金）

13



エイジフレンドリー補助金を受けた事業場に対するアンケート調査結果
業種別、補助対象の措置別、取り組み事業場の60歳以上の労働者の増減

アンケート結果概要

１ 調査の時期

令和６年10月２日から同年10月15日まで

２ 調査対象

令和２年度から令和５年度までの「エイジフレンドリー補助金」を活用

し、補助金の対象となる「墜落・転落」または「転倒」にかかる労働災

害防止措置を実施し、補助金が交付された事業者（60歳以上の労働者

を雇用する中小企業事業者）

３ 調査件数及び回答社数

調査件数：524社（発送数：569社（うち、配信不能：39社、調査対象外：６社）

回答社数：216社（対策実施事業場数：228事業場） 、回答率：41.2％

４ 調査方法

補助金が交付された事業者宛にメールで、アンケート用紙を送付し、

令和６年10月17日までに返信があったものを集計

５ アンケートの内容

① 事業者の状況（企業全体の労働者数、60歳以上の労働者数、申請

年、補助金が交付された労働災害防止措置）

② 事業場の状況（主な業種、申請時と現在の60歳以上の労働者数、

申請年直近の３年間の労働災害の発生状況（休業４日以上、４日

未満）、ヒヤリハット状況、労働災害防止に対する意識）

⚫ アンケートに回答した事業者で、最も多かった業種は製造業（48.1％）であり、最も多かった「墜落・転
落」または「転倒」にかかる補助金の対象となる措置は、「階段等への手すりの設置」（38.0％）であった。

⚫ 補助金を活用して「墜落・転落」または「転倒」の労働災害防止対策の措置を講じた事業場（以下「取り組

み事業場」という。）のうち申請以降、39.9%が60歳以上の労働者が増加し、27.2%が減少したとしている。

製造業 

48.1%

建設業 

15.7%

運輸業・郵便業 6.9%

卸売業・小売

業 7.4%

医療・福祉 

8.8%

その他第三

次産業 

10.6%

その他の業種 1.4%

未記入 0.9%

アンケート回答事業者の

業種別割合

床や通路の段差の

解消工事

16.7%

防滑性能の高

い床材の導…

トラック荷台等の

昇降設備の導入

17.6%

階段等への手

すりの設置

38.0%

その他の墜落・転

落、転倒対策

6.0%

アンケート回答事業者の

補助対象の措置別割合

減少 27.2% 増減なし … 増加 39.9% 未…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組み事業場における申請時から現在

までの60歳以上の労働者の増減状況

出典：第170回安全衛生分科会資料 14



アンケート結果（２）：
申請前後の60歳以上の平均労働災害率の比較

⚫ 補助の申請年以前３年間と、申請年の翌年以降の60歳以上の平均労働災害発生率を比較すると、8.4%の
事業場で発生率が減少した。

⚫ 補助対象となる措置内容別で比較すると、休業４日以上では、「床や通路の段差の解消工事」を実施した
場合、発生率が減少した事業場の割合（10.7%）が最も高く、休業４日未満では「トラック荷台等の昇降
設備の導入」を実施した場合、発生率が減少した事業場の割合（20.0%)が最も高かった。

⚫ 補助対象後に、（特に休業４日以上の）発生率が増加している事業場が一定程度あり、他の要因があった
と思われるが、その要因は不明である。

3.6%

9.6%

10.7%

8.4%

100.0%

92.9%

86.5%

82.1%

87.4%

3.6%

3.8%

7.1%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

トラック荷台等の昇降設備の導入

防滑性能の高い床材の導入

階段等への手すりの設置

床や通路の段差の解消工事

全取り組み事業場

減少 増減なし（0） 増加

※ 令和５年申請分については、申請年以前と申請翌年が比較できないため対象外としている。
※ 60歳以上の平均労働災害率 ：申請年とその直近３年間の60歳以上の労働災害の年平均件数÷申請年の60歳以上の労働者数

 ：申請年翌年から令和５年までの労働災害の年平均件数÷現時点の60歳以上の労働者数

9.4%

10.3%

14.3%

20.0%

10.7%

86.8%

89.7%

85.7%

80.0%

87.6%

3.8%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

階段等への手すりの設置

床や通路の段差の解消工事

防滑性能の高い床材の導入

トラック荷台等の昇降設備の導入

全取り組み事業場

減少 増減なし（0） 増加

休業４日未満の60歳以上の平均災害率の比較
（主要な補助対象の措置別）

休業４日以上の60歳以上の平均災害率の比較
（主要な補助対象の措置別）

出典：第170回安全衛生分科会資料 15



アンケート結果（３）：
申請前後でのヒヤリハット事案の増減、労働災害防止意識の状況

32.5%

36.2%

53.2%

45.9%

39.2%

54.2%

44.7%

42.6%

40.5%

47.6%

13.3%

19.1%

4.3%

13.5%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80%100%

階段等への手すりの設置

トラック荷台等の昇降設備の

導入

防滑性能の高い床材の導入

床や通路の段差の解消工事

全取り組み事業場

すごく減った 少し減った 変わらない

少し増えた すごく増えた 未回答

問１ エイジフレンドリー補助金を活用した

労働災害防止対策を行った後、事業場

では、ヒヤリハット事案（危ないこと

が起こったが、幸い災害には至らな

かった事象のこと）は減りましたか？

主要な補助対象の措置別回答割合（問１）

42.2%

51.1%

38.3%

27.0%

39.6%

50.6%

46.8%

57.4%

70.3%

55.1%

7.2%

2.1%

4.3%

2.7%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80%100%

階段等への手すりの設置

トラック荷台等の昇降設備の

導入

防滑性能の高い床材の導入

床や通路の段差の解消工事

全取り組み事業場

すごく向上した 少し向上した

変わらない 少し低下した

問２ エイジフレンドリー補助金を活用した

労働災害防止対策を行った後、事業場

の安全衛生担当者（事業主、管理者

等）の労働災害防止に対する意識は向

上しましたか？

31.3%

41.3%

36.2%

21.6%

31.9%

57.8%

50.0%

46.8%

64.9%

55.8%

10.8%

8.7%

17.0%

13.5%

12.4%

0% 20% 40% 60% 80%100%

階段等への手すりの設置

トラック荷台等の昇降設備の

導入

防滑性能の高い床材の導入

床や通路の段差の解消工事

全取り組み事業場

すごく向上した 少し向上した

変わらない 少し低下した

問３ エイジフレンドリー補助金を活用した

労働災害防止対策を行った後、事業場

の労働者の労働災害防止に対する意識

は向上しましたか？

⚫ エイジフレンドリー補助金を活用した後、86.8%の事業場が、ヒヤリハット事案が減ったと回答し、
94.7%の事業場が、安全衛生担当者の労働災害防止に対する意識が向上し、87.7%の事業場が、労働者の
意識が向上したと回答した。

⚫ 補助対象の措置別では、多少のばらつきが見られる。

主要な補助対象の措置別回答割合（問３）主要な補助対象の措置別回答割合（問２）

出典：第170回安全衛生分科会資料 16



労働安全衛生法の高年齢労働者関係の規定

◎労働安全衛生法（抄）
（中高年齢者等についての配慮）
第六十二条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に
配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行
うように努めなければならない。

労働安全衛生法においては、中高年齢者等の労働災害を防止するため、労働安全衛生法第62条

において、心身の条件に応じた適正な配置を行うことを事業者による努力義務として定めている

が、それ以外の措置については触れていない。

出典：第170回安全衛生分科会資料 17



第14次労働災害防止計画の概要

令和５年(2023年)４月１日～令和10年(2028年)３月31日までの５か年計画

8つの重点対策

計画の方向性

⚫ 事業者の安全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備を図っていく。そのために、厳しい経営環境等さまざまな事情

があったとしても、安全衛生対策に取り組むことが事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプラスであると周知する。

⚫ 転倒等の個別の安全衛生の課題に取り組んでいく。

⚫ 誠実に安全衛生に取り組まず、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する。

①

自発的に安全衛生対策に取り組むための
意識啓発

社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進

⑥
業種別の労働災害防止対策の推進

陸 上 貨 物 運 送 事業 、建 設業 、 製造 業、 林業

④
多様な働き方への対応や外国人労働者等の労

働災害防止対策の推進

⑦
労働者の健康確保対策の推進

メ ン タ ル ヘ ル ス、 過重 労働 、 産業 保健 活動

⑧
化学物質等による健康障害防止対策の推進

化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線

②
労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業

行動に起因する労働災害防止対策の推進

死亡災害：５％以上減少 死傷災害：増加傾向に歯止めをかけ2 0 2 7年までに減少

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

出典：第170回安全衛生分科会資料 18



第14次労働災害防止計画（抄）

２ 安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性

（２）死傷災害の発生状況と対策の方向性
イ 死傷災害の増加の要因及び対策の方向性
死傷災害の増加については、
① 労働災害発生率（死傷年千人率）が高い60歳以上の高年齢労働者が増加していること
② 特に第三次産業への就労者の増加に伴って、機械設備等に起因する労働災害に代わり、対策のノウハウが蓄
積されていない、労働者の作業行動に起因する労働災害が増加していること

③ 安全衛生の取組が遅れている第三次産業や中小事業場において労働災害が多く発生しており、その背景とし
て、厳しい経営環境等様々な事情で安全衛生対策の取組が遅れている状況があること

④ その他、直近の労働災害の増加については、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化やこれ
に伴うデリバリーサービスや宅配需要の増加の影響があること

等、様々な要因が考えられる。
上記の①に関しては、全年齢に占める60歳以上の高年齢労働者の割合は、右肩上がりで増加しており、令和３年の
データでは約２割となっている。また、高年齢労働者は身体機能の低下等の影響により労働災害の発生率が高く、
その結果、同年の60歳以上の高年齢労働者の休業４日以上の死傷者数の全年齢に占める割合は25％を超えているほ
か、被災した場合の休業期間も若年層と比較して長くなっている。このため、高年齢労働者が安全に働ける環境づ
くりが必要である。
上記の②に関しては、労働者の作業行動に起因する労働災害を防止するための対策の取組を促進することが必要であ
る。

出典：第170回安全衛生分科会資料 19



Japan Medical Association

労災疾病臨床研究事業費補助金研究

～厚生労働省の取組み～

20



労災疾病臨床研究事業費補助金研究①

令和５年労災疾病臨床研究事業費補助金「採択課題一覧」

21



労災疾病臨床研究事業費補助金研究②

22



労災疾病臨床研究事業費補助金研究③

高齢労働者に発症した転倒災害等に係る労災補償給付等の範囲に関する研究（概要）

１ 研究結果の概要
業務に起因した転倒災害などの労働災害（労災）被災高齢労働者は軽度な障害であっても、もと

もと身体予備能が乏しく治療・療養期間が長期化しやすく、復職後も繰り返し労災を生じるリスク
が高いという特徴がある。

被災後のリハビリテーション治療も長期化し、在宅復帰や社会参加そのものが困難となることも
多い。このような背景のもと、高齢の転倒災害被災労働者に対して、十分な治療を行い再び社会復
帰に至る過程をサポートする必要がある。すなわち、高齢転倒災害被災者における症状固定、在宅
復帰や社会復帰に関する必要な評価項目や支援方法について医学的な観点から適切な方法を確立す
る必要がある。

本研究では、高齢の転倒災害被災労働者における症状固定、在宅復帰や社会復帰に関する必要な
評価項目や支援方法について医学的な観点から適切な方法を確立する目的で、実態調査として事業
所及び医療機関への質問紙調査により、本被災労働者への配慮の状況や課題などの実態を把握する
こと、また、労災被災者である高年齢労働者の早期の社会復帰を促進するための有効なリハビリ
テーション治療プログラムを開発することにある。

 2 年間の研究の研究として以下の研究を行った。
１．高年齢労働者の転倒災害に対する事業所実態調査【事業所調査】
２．高年齢労働者の転倒災害に対する医療機関実態調査【医療機関調査】
３．早期復職へ向けたリハビリテーション治療プログラムの開発【プログラム開発】

１）加齢モデル調査研究【加齢モデル研究】
２）変形性疾患の身体的特性と疼痛に関する分析【変形性疾患研究】
３）医療・介護職における腰痛予防対策【腰痛予防対策】

４．エキスパートパネルディスカッション【エキスパートパネル】
５．情報公開【情報公開】 23



労災疾病臨床研究事業費補助金研究④

高齢労働者に発症した転倒災害等に係る労災補償給付等の範囲に関する研究（概要）

【事業所調査】

回答した事業所のうち、44.0％（182／414）が、過去3年間に60歳以

上の高年齢労働者の転倒災害を経験していた。そのうち約半数の48.9％

は、休業4日以上の比較的重い転倒災害であった。

転倒災害後に被災者が離職した事業所は6.6％で、主な理由は「治療が長

引いたこと」、「後遺障害が重いこと」、そして「本人が復職を希望しな

かったこと」であった。

また、離職があった事業所では、離職がなかった事業所に比べて、「医療

機関との連携」や「通院治療への配慮」、「作業内容の変更」などの支援

が実施されている割合が低い傾向がみられた。
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究④

高齢労働者に発症した転倒災害等に係る労災補償給付等の範囲に関する研究（概要）

【医療機関調査】

障害部位は、脊椎・脊髄、上肢、下肢がほぼ同程度の割合であった。

入院期間は、整形外科では15～30日、リハビリテーション科では15～

90日。症状固定までの期間は、整形外科では91～180日、リハビリテー

ション科では31～540日で、特に181～365日が最も多い結果であっ

た。

多くの医療機関が自施設で症状固定の判断を行っており、他院へ紹介し

た場合でも、転院先から症状固定の判断について意見を求められるケー

スがあった。

症状固定を判断する際に必要とされる項目としては、自覚症状、画像検

査、筋力や関節可動域などの機能評価に加え、JOAスコア、日常生活動

作、上肢機能検査などが挙げられた。

これらの結果を踏まえ、改善の経過を確認しながら総合的に判断してい

る実態が明らになった。
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究⑤

高齢労働者に発症した転倒災害等に係る労災補償給付等の範囲に関する研究（概要）

【プログラム開発】

１）加齢モデルに関するポイント
高齢者の身体機能を評価する際には、ポリオ検診で用いられてきた各種評価法に加え、身
体活動量計や体組成計などの客観的で信頼性の高い測定データが有効。
これらを組み合わせることで、より適切な評価が可能となり、治療プログラムの立案にも
大いに有用。

２）早期支援に関するポイント
リハビリテーション治療は、より早期に介入することで予後や転帰が改善することが判明
した。
長期入院でリハビリを継続するには、地域レベルでの連携システムの活用や、入院以外で
長期フォローを行う場合には、オンラインによる個別リハビリ指導が有効となる可能性が
あり、両立支援システムを活用することで、復職の促進することができる。

３）二次災害予防に関するポイント
AIを用いた姿勢推定技術は急速に進歩しており、転倒リスクの高い人を同定する技術はす
でに実用化レベルに達してる。
今後、転倒災害の予防に役立つプラットフォームを構築するための重要な基盤となる。

26



労災疾病臨床研究事業費補助金研究⑦

高齢労働者に発症した転倒災害等に係る労災補償給付等の範囲に関する研究（概要）

27

＜補助金研究まとめ＞
○高年齢労働者の転倒災害は珍しくなく、離職につながる事例や療養期間が長期化する事例が多い
ことがわかった。

○被災後の支援には、医療機関同士の連携および医療機関と事業所の連携が重要であることが再確
認された。

○高年齢労災被災者の早期社会復帰には、適切な評価に基づく治療計画の立案が不可欠である。

○リハビリテーション治療プログラムは、新しい技術（例：AI姿勢推定など）や医療連携システム
を活用することで、より効果的な支援につながる。

○評価から治療、復職支援までを一連で行う「総合的アプローチ」が有用であるとわかった。



Japan Medical Association

令和2・3年年度 労災・自賠責委員会

＜労災・自賠責に関するアンケート調査＞

～高齢労働者の労災診療についての要望～
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日本医師会 労災・自賠責委員会 アンケート調査

〇 令和2・3年労災・自賠責委員会において、
都道府県の労災審査員向けに高齢労働者の労災に審査上の問題点を
抽出するアンケートを実施した。

〇 「労災保険に関するアンケート調査」の結果について考察し、高齢労働
者の労災診療についての具体的な要望を行った。
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日本医師会 労災・自賠責委員会 アンケート調査
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経年変化における判断

急性腰痛の治療

骨粗鬆症と私病の判断

半月板損傷におけるヒアルロン酸注射

肩腱板断裂におけるヒアルロン酸注射

高齢者労働者の手根管症候群

私病との鑑別診断時の検査を労災診療に含めるかの判断

入院高齢患者の私病における食事療法・薬物療法の判断

高齢労働者の骨折時に、移転整骨腫瘍が判明した場合の判断

入院期間の長期化

その他

高齢労働者の労災審査上の問題

出典）令和2・3年年度 労災・自賠責委員会 ＜労災・自賠責に関するアンケート調査＞

高齢労働者の労災診療における審査上の問題点をお聞きしたところ
「慢性疾患の病名での請求（141 件）」が最多。
「私病との鑑別診断時の検査を労災診療に含めるかの判断（136件）」、
「関節周辺損傷（変形性関節症）の経年変化における判断（私病との判断）（121件）」
となっている。特に、慢性疾患の病名での請求については、外傷名のない病名での
請求があることから審査が混乱しているようである。外傷病名を記載した上での基礎
疾患・慢性疾患病名の記載のルール化などの対応が必要と考えられる。
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アンケート調査をもとに日医労災・自賠責委員会より厚生労働省へ
主に下記の内容について要望を行った。

◎経年変化については労災と考えるべき。
◎請求においては摘要欄に基礎疾患・慢性疾患病名を記載する。

◎軽微な外傷の繰り返しによる腱鞘炎等については、主治医が総合的に判断しレセ
プト摘要欄に詳細に記載すべき。
◎内科的疾患については、検査を認めるべきである。
◎ヒアルロン酸、人工置換術等については検討すべきである。
◎休職基準、個室の使用基準等、その他についても検討すべきである。

→ 次ページに詳細について掲載

【高齢労働者の審査上の主な問題点】

1．慢性疾患の病名での請求

2．私病との鑑別診断時の検査を労災診療に含めるのかの判断

3．関節周辺損傷（変形性関節症）の経年変化における判断（私病との判断）

日医労災・自賠責委員会から厚生労働省へ要望
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◎経年変化については労災と考えるべき。
※労働者として働けていたならば、経年変化については労災と考えるべきであ
る。（治療期間は若者の1.5～2.0倍を目途とすべき）

◎請求においては摘要欄に基礎疾患・慢性疾患病名を記載する。
※労災診療費請求については、「骨折・挫傷・捻挫・靭帯損傷・半月板損傷・挫
創傷・眼外傷・頭部外傷・脊髄損傷」等、外傷病名を記載したうえで、診療報酬
明細書の摘要欄に基礎疾患・慢性疾患病名（変形性脊椎症・変形性関節症・
腰部脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニア・後縦靭帯骨化症・骨粗鬆症等）を記載す
ることとする。

◎軽微な外傷の繰り返しによる腱鞘炎等については、主治医が総合的に判断
しレセプト摘要欄に記載するべき。
※軽微な外傷の繰り返しによる「腱鞘炎・上腕骨外顆炎・内上顆炎・神経絞扼
症候群・外傷性関節炎」については、労働の有無、業務内容、労働時間等、上
肢・下肢をいかに酷使したかを主治医が判断し、診療報酬明細書の摘要欄に
その旨を簡潔に記載することとする。

日医労災・自賠責委員会から厚生労働省へ要望内容（参考）
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日医労災・自賠責委員会から厚生労働省へ要望内容（参考）

◎内科的疾患については、検査を認めるべきである。
※内科的疾患については、一度の検査（血液検査・CT・MRI・超音波検査等）
は必要とし、審査上認めることとする。

◎ヒアルロン酸、人工置換術等については検討すべきである。
※治療については、ヒアルロン酸の投与は一定期間は認めるべきか、人工関
節置換術等、手術の実施は必要か、などについては今後検討すべきと考える。

◎休職基準、個室の使用基準等、その他についても検討すべきである。
※休職の基準、個室の使用基準、リハビリテーションの実施期間、症状固定等
も議論し、コメント記載の必要性も考えるべきである。
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外国人労働者と労災について
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第14次労働災害防止計画の概要

令和５年(2023年)４月１日～令和10年(2028年)３月31日までの５か年計画

8つの重点対策

計画の方向性

⚫ 事業者の安全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備を図っていく。そのために、厳しい経営環境等さまざまな事情

があったとしても、安全衛生対策に取り組むことが事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプラスであると周知する。

⚫ 転倒等の個別の安全衛生の課題に取り組んでいく。

⚫ 誠実に安全衛生に取り組まず、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する。

①

自発的に安全衛生対策に取り組むための
意識啓発

社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進

⑥
業種別の労働災害防止対策の推進

陸 上 貨 物 運 送 事業 、建 設業 、 製造 業、 林業

④
多様な働き方への対応や外国人労働者等の労

働災害防止対策の推進

⑦
労働者の健康確保対策の推進

メ ン タ ル ヘ ル ス、 過重 労働 、 産業 保健 活動

⑧
化学物質等による健康障害防止対策の推進

化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線

②
労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業

行動に起因する労働災害防止対策の推進

死亡災害：５％以上減少 死傷災害：増加傾向に歯止めをかけ2 0 2 7年までに減少

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

出典：第170回安全衛生分科会資料 35



第14次労働災害防止計画（抄）

４ 重点事項ごとの具体的取組

（４）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 
・コロナ禍におけるテレワークの拡大等を受けて、自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策や作業環境
整備の留意点等を示した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」（令和３年３月改定。
以下「テレワークガイドライン」という。）や労働者の健康確保に必要な措置等を示した「副業・兼業の促進に関
するガイドライン」（令和４年７月改定。以下「副業・兼業ガイドライン」という。）に基づき、労働者の安全と
健康の確保に取り組む。
・外国人労働者に対し、安全衛生教育マニュアルを活用する等により安全衛生教育の実施や健康管理に取り組む。

イ アの達成に向けて国等が取り組むこと 
・テレワークや副業・兼業を行う労働者の健康確保のため、「テレワークガイドライン」や「副業・兼業ガイドラ
イン」を引き続き周知する。
・副業・兼業を行う労働者が、自身の健康管理を適切に行えるツール（労働時間、健康診断結果、ストレスチェッ
ク結果を管理するアプリ）の活用促進を図る。
・労働災害等で脊髄に損傷を負った労働者に対する最新の治療の研究等を推進するとともに、障害を有する労働者
の職場復帰等の支援に向けた研究を推進する。また、障害のある労働者に対する就業上の配慮の必要性について引
き続き周知する。
・技能実習生をはじめとした外国人労働者への効率的・効果的な安全衛生教育に有効な手法の提示や、危険の見え
る化のため、外国人労働者も含めた全ての労働者向けのピクトグラム安全表示の開発を促進する。

出典：第170回安全衛生分科会資料 36
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外国人労働者数の増加に伴い、外国人労働者の死傷者数も増加傾向にある。

データ出所：労働力調査（基本集計第II-2-2表）
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
労働者死傷病報告
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外国人労働者の労働災害発生状況

データ出所： 外国人の死傷者数、全労働者の死傷者数…労働者死傷病報告（令和６年） ※ 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く
外国人の労働者数…外国人雇用状況の届出状況（令和６年10月末現在）から算出
全ての労働者の労働者数…労働力調査（年次・2024年・基本集計第I-2表 役員を除く雇用者)
千人率＝労働災害による死傷者数/平均労働者数×1,000

• 外国人労働者の労働災害発生率（死傷年千人率（以下「千人率」という。））は、日本人を含む全ての労働者の千
人率より高く、第14次労働災害防止計画において、「外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下
とする。」とのアウトカム指標が定められている。

在留資格別の千人率(令和６年)

在留資格別の千人率と全ての労働者の千人率の比較（令和６年）
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外国人労働者 （ 参 考 ）

専門的・技術的分野の在留資格

38



外国人労働者の労働災害発生状況

業種別・在留資格別の死傷者数（令和６年）
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く

在

留

資

格

技

能

実

習

専門的・技術的分野

特

定

活

動

資

格

外

活

動

業種別・事故の型別の死傷者数（令和６年） 事故の型別の死傷者数割合（令和６年）
死傷者数（人）

23.1%

12.8%

12.1%
11.4%

9.3%

8.0%

はさまれ、巻き込ま

れ
転倒

動作の反動、無理な

動作
切れ、こすれ

墜落・転落

は

さ

ま

れ

、

巻

き

込

ま

れ

転

倒

動

作

の

反

動

、

無

理

な

動

作

切

れ

、

こ

す

れ

墜

落

・

転

落

飛

来

、

落

下

激

突

さ

れ

激

突

高

温

・

低

温

物

と

の

接

触

崩

壊

、

倒

壊

そ

の

他

合

計

　製造業 936 356 309 388 144 248 176 143 145 55 79 2,979

　建設業 199 101 73 124 222 156 105 60 13 36 76 1,165

　陸上貨物運送事業 47 34 44 4 35 16 26 29 4 7 14 260

　農業・畜産・水産業 83 29 24 31 54 6 51 23 6 3 12 322

　商業 79 62 77 62 39 26 31 26 13 5 56 476

　保健衛生業 13 47 134 2 17 1 7 14 5 1 43 284

　接客・娯楽 19 79 39 74 34 10 7 12 63 2 23 362

　清掃・と畜 32 44 22 15 18 19 5 6 2 1 6 170

　その他 33 45 34 14 20 15 10 20 5 5 25 226

1,441 797 756 714 583 497 418 333 256 115 334 6,244

　　　　　事故の型

 業種

合計
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外国人労働者が内容を確実に理解できる方法による
雇入れ時教育等の実施（１）

業種別（製造業、陸上貨物運送事業、商業など）の未熟練労働者向け教材等（事

業者向けマニュアルと、労働者向けテキスト（複数言語））

業種共通と業種・作業別 安全衛生の基本事項に関する視

聴覚教材（マンガ・動画教材）

マンガ・動画教材 未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

外国語に翻訳した教材

（登録教習機関等で活用）

技能講習補助教材

例）講習用パワーポイント（フォークリフト運転）：14言語対応 （画像は、日本語・ベトナム語）

例）転倒防止の注意：14言語対応（画像は、日本語・英語） 

雇入れ時教育等の実施に当たっては、

✓ 外国人労働者が、内容を確実に理解できる方法で行う（母国語や視聴覚教材の使用）

✓ 使用させる機械等、原材料等の危険有害性や取扱方法を確実に理解させる

✓ 標識、掲示及び表示等に図解を用いる、母国語で注意喚起語を表示する 等が必要

→各種ツール（厚生労働省ウェブサイトで公開）の活用促進が重要
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

外国人労働者

全労働者

はさまれ・巻き込まれ 切れ・こすれ

• 日本語が不自由な外国人労働者の機械等による危険を視覚・直感的に理解できるイラストと、それらと組み合わせる外
国語による注意喚起文をを開発し、事業者が自由に活用できるようＨＰ等に掲載。

• 令和６年度は食料品製造業を対象としたイラスト等を作成し、厚生労働省HPに公開中。令和７年度は金属製品製造業向
けのイラスト等を開発予定。

１  外国人労働者に係る安全表示の開発

外国人労働者の死傷者数（R6）

製造業における事故の型

外国人労働者が内容を確実に理解できる方法による
雇入れ時教育等の実施（２）

→厚労省が委託事業により実施する事業者向けセミナーや安全表示の活用促進

• 外国人労働者の的確な安全衛生管理のための事業者向けセミナー（無料）を令和６年度は全国６ブロック計12回の
開催に加えてＷＥＢ開催２回を実施。令和７年度も実施予定。

２  外国人労働者に係る安全衛生管理セミナー

製造…
製造業以

外3265件
食料品製造…

金属製品製造業…

その他製造業

1308件

47.7％ 18.7％

37.4％

34.5％

18.2％

事業者がイラストと注意喚起
文を組み合わせて作成し、作
業場等に掲示
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外国人労働者とのコミュニケーションのための｢やさしい日本語｣や、危険を直感的に理解できるイラスト等の外

国人労働者の安全衛生管理に重要なポイントを解説する外国人労働者安全衛生管理セミナー（無料）を開催

【参考】外国人労働者安全衛生管理セミナー
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労災診療費算定基準の改定について
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労災診療費について

44

■労災診療費の取扱い

・労災保険の診療費については、昭和３６年に当時の

武見日本医師会長と労働省大野労災補償部長との

間で交わされた労災診療に係る「申し合わせ」により、

「暫定措置として健康保険の点数に準拠する」とされ

た。

・現在もこの「申し合わせ」により取り扱われている。



労災診療費について

45

■労災診療費に関する申し合わせ

（昭和36年11月11日：武見日本医師会長と労働省大野
労災補償部長との「申し合わせ」）

「労災診療の適正な発展のためには、労災診療の健康

保険に対する特殊性を科学的に明らかにし、その成果

に立脚､即応して診療費を決める必要性があるが、

それまでの暫定措置として、健保点数に準拠する。」



■労災診療費算定基準

・健康保険に準ずる取扱い

健康保険の診療報酬点数表の点数に労災診療単価を

乗じて算定する。 （労災診療単価は１点当たり12円。

非課税医療機関は１点当たり11円50銭）

労災診療費について

労災保険 健康保険

課税医療機関 １２円

１０円

非課税医療機関 11.5円
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■労災診療費算定基準

・健康保険以外の特例的な取扱い

  労災診療費算定基準には健康保険の点数表に準拠し

  ない労災保険独自の算定基準（労災特掲料金）が設定

  されている。

労災診療費について

労災診療費

健康保険の診療報酬点数表（準拠）

労災保険独自の算定基準（労災特掲料金
）

47



■労災診療費算定基準

[労災特掲料金]

①健康保険の診療報酬点数表の所定点数によらず、

労災独自に料金が定められているもの

（初診料3850円、再診料1420円等） 

労災診療費について

労災診療 例） 健康保険

初診料 3,850円 291点（2,910円）

再診料 1,420円 75点（750円）

48



[労災特掲料金]

②健康保険の診療報酬点数表にはないが、

労災独自に料金を定めているもの

（再診時療養指導管理料920円等） 

※労災患者に対して再診時に食事、日常生活、機能訓練、メンタルヘルス

等の療養指導を行った場合に、指導の都度（原則1日1回）算定できる点数。

③健康保険の規定によらない取扱い

（処置、手術における四肢加算の取扱い、消炎鎮痛等、処置の３部位算

定の特例等）

※例）四肢加算は、鎖骨、肩甲骨、股関節含むの傷病に対する処置・手術に適用さ

れ、原則として健康保険点数の1.5倍（1点未満切上）で算定

労災診療費について
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労災診療費算定基準の改定について

2024年度（令和6年度）の診療報酬改定では、
薬価改定が4月1日施行
薬価改定以外の事項が6月1日施行となったため、
労災診療費算定基準の改定も原則6月1日施行となった。
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＜主な改定内容＞

１ 初診料・再診料の引き上げ

２ リハビリテーション（職種の項目追加）

３ 術中透視装置使用加算（対象拡大）

４ 労災電子化加算の延長

５ 入院時食事療養費の引き上げ

令和６年度 労災診療費算定基準の一部改定（概要）

〇 令和６年６月1日適用分（令和６年３月29日改定）
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令和６年度労災診療費改定への要望（労災・自賠責委員会）

重点要望
順 位

項 目 要 望 項 目 対応状況

１
［診察料］
初診料・再診料

初診料・再診料の引き上げ 対応

２

[診察料]
【新設】
労災患者初診時対応加
算

初診料の加算として「労災患者初診時対応加算」の新設 未対応

３

［指導・管理料］
【新設】
高齢労災被災者に対す
る管理料又は加算

高齢労災被災者に対する管理料または加算の新設 未対応

４
［処置料］
絆創膏固定術

絆創膏固定術に対する評価 未対応

５
［その他］
透視診断

透視診断（検査、手術、麻酔・神経ブロック）の算定拡
大

未対応

◆ 最重点要望項目（１０項目）と対応状況
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重点要望
順 位

項 目 要 望 項 目 対応状況

６
［処置料］
ギプス料

ギプス（ギプス包帯管理加算、管理料の新設、四肢加算
への対象追加）に対する評価

未対応

７

［リハビリテーション
料］脳血管疾患等リハ
ビリテーションⅡ・
運動器リハビリテー
ションⅠ

脳血管疾患等リハビリテーション料と運動器リハビリ
テーション料の点数格差是正 未対応

８
［手術料］
手術【通則 11】

感染症患者（肝炎等）手術時の加算（1,000 点）などの
感染者への手術の評価 未対応

９

［指導・管理料］
【新設】
業務上腰痛疾患管理料

業務上腰痛疾患に関する私病と区別するための評価 未対応

１０

［指導・管理料］
【新設】
骨折管理加算・骨折指
導管理料

骨折管理の評価の新設 未対応

令和６年度労災診療費改定への要望（労災・自賠責委員会）
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初診料・再診料の引き上げ

（１）初診料 3,850円
ア （略）
イ 健保点数表（医科に限る。）の初診料の注５のただし書に該当する場合（上記アに規定す  
る場合を除く。）については、1,930円を算定できる。

ウ 紹介状なしで受診した場合の定額負担料（健康保険における選定療養費）を傷病労働者
から徴収した場合は、1,850円とする。

（４）再診料 1,420円
ア （略）
イ 健保点数表（医科に限る。）の再診料の注３に該当する場合については、710円を算定でき

 る。
ウ 歯科、歯科口腔外科の再診について、他の病院（病床数200床未満に限る）又は診療所に

 対して、文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該医療機関を受診し  
 た場合の定額負担料（健康保険における選定療養費）を傷病労働者から徴収した場合は
、1,020円とする。

労災診療費算定基準の一部改定について（基発0329 第34号 令6.3.29）局長通知より

初診料 3,820円 → 3,850円（+30円）

再診料 1,400円 → 1,420円（+20円）
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術中透視装置使用加算の対象を拡大

ア 「大腿骨」、「下腿骨」、「上腕骨」、「前腕骨」、「手根骨」、「中手骨」、「手の種子骨」、「指骨
」、「足根骨」、「膝蓋骨」、「足趾骨」、「中足骨」及び「鎖骨」の骨折観血的手術、骨折経皮
的鋼線刺入固定術、骨折非観血的整復術、関節脱臼非観血的整復術又は関節内骨折観
血的手術において、術中透視装置を使用した場合に算定できるものとする。

イ （略）
ウ 「骨盤」の骨盤骨折非観血的整復術、腸骨翼骨折観血的手術、寛骨臼骨折観血的手術又
は骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く。）に
おいて、術中透視装置を使用した場合にも算定できるものとする。

労災診療費算定基準の一部改定について（基発0329 第34号 令6.3.29）局長通知より

術中透視装置使用加算

対象部位の追加 中足骨、鎖骨

対象手術の追加

骨盤骨折非観血的整復術
腸骨翼骨折観血的手術
寛骨臼骨折観血的手術
骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折観血的手術及
寛骨臼骨折観血的手術を除く。）

術中透視装置使用加算については、対象部位の追加、対象手術の追加が行われた。
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令和８年度 診療報酬改定率について

１．診療報酬 ＋３.０９％
※１ うち、賃上げ分 ＋１．７０％

※２ うち、物価対応分 ＋０．７６％ 

※３ うち、食費・光熱水費分 ＋０．０９％ 

※４ うち、令和６年度改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 ＋０．４４％ 

※５ うち、後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適
正化、実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の評価の適正化、長期処
方・リフィル処方の取組強化等による効率化

▲０．１５％ 

※６ うち、※１～５以外の分
各科改定率（医科＋０．２５％ ：歯科＋０．３１％ ：調剤＋０．０８％ ）

＋０．２５％ 

２．薬価等 ▲０．８７％
薬価 ▲０．８６％ （国費▲１，０５２億円程度）

材料価格 ▲０．０１％ （国費▲１１億円程度）

大臣折衝事項について

令和８年度診療報酬改定について



令和８年度診療報酬改定について（令和７年１２月２４日大臣折衝事項）

１．診療報酬 ＋３．０９％（２年度平均） ［R8年度：＋２．４１％ R9年度：＋３．７７％］

※１ うち、賃上げ分 ＋１．７０％（２年度平均）［R８年度：＋１．２３％ R９年度：＋２．１８％］

・ 医療現場での生産性向上の取組みとあわせ、R8・R9にそれぞれ３．２％（看護補助者、事務職員は5.7％）のベアを実現するための措置

・ うち、改定率の０．２８％分は、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつつ幅広い職種での賃上げを確実にするための特例
的対応

※２ うち、物価対応分 ＋０．７６％（２年度平均）［R８年度：＋０．５５％ R9年度：＋０．９７％］

・ 特に、R8以降の物価上昇への対応として＋０．６２％（R8年度＋０．４１％ R9年度＋０．８２％）を充て、施設類型ごとの費用関係データ
等に

基づき配分 （病院＋０．４９％ 医科診療所＋０．１０％ 歯科診療所＋０．０２％ 保険薬局＋０．０１％）

・ また、改定率の０．１４％分は、高度医療機能を担う病院（大学病院を含む）が物価高の影響を受けやすいこと等を踏まえた特例的な対応

※３ うち、食費・光熱水費分 ＋０．０９％（入院時の食費基準額の引上げ（４０円/食）、光熱水費基準額の引上げ（６０円/
日））

・ 患者負担の引上げ ： 食費は原則40円/食（低所得者は所得区分等に応じて20～30円/食）

光熱水費は原則60円（指定難病患者等は据え置き）

※４ うち、R6改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 ＋０．４４％

・ 配分にあたっては、R7補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持

（病院＋０．４０％ 医科診療所＋０．０２％ 歯科診療所＋０．０１％ 保険薬局＋０．０１％）

※５ うち、後発医薬品への置き換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、
 実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の評価の適正化、

 長期処方・リフィル処方の取組み強化等による効率化 ▲０．１５％

※６ うち、※１～５以外の分 ＋０．２５％ 各科改定率 ： 医科＋０．２８％ 歯科＋０．３１％ 調剤＋０．０８％
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• ＋３.０９％
令和８年度及び９年度の２年度平均

➢ 令和８年度 ＋２．４１％
➢ 令和９年度 ＋３．７７％

• 令和８年６月施行

１．診療報酬 ＋３.０９％

3.09%

2.41%

3.77%

2年度平均 令和8年度 令和9年度
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※１ 賃上げ分 ＋１．７０％

0.28% 0.28% 0.28%

1.42%
0.95%

1.90%

2年度平均 令和8年度 令和9年度

+1.23%

+1.70%

+2.18%

賃上げ余力の回復・確保を図りつつ、幅広い医
療関係職種での賃上げ

各年度でそれぞれ＋3.2％分のベースアップ実
現を支援するための措置
（看護補助者及び事務職員については5.7％）
施設類型ごとの職員の規模や構成に応じた配分

新水準のベースアップ評価料 2倍

入院料本体の引き上げ
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※２ 物価対応分 ＋０．７６％ 

0.14% 0.14% 0.14%

0.62%

0.41%

0.82%

2年度平均 令和8年度 令和9年度

+0.55%

+0.76%

+0.97%

高度機能医療を担う病院 （大学病院を含む）
への特例的対応

令和８年度以降の物価上昇への対応
診療報酬に特別な項目を設定

病院 ＋0.49％（担う医療機能に応じた配分 ）
医科診療所 ＋0.10％ 
歯科診療所 ＋0.02％ 
保険薬局 ＋0.01％

物価対応料の新設

該当する入院料に包括

2倍
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•入院時の食費基準額の引上げ（40 円/食）

（患者負担については、原則 40 円/食、低所得者については所得
区分等に応じ て 20 円～30 円/食）

•光熱水費基準額の引上げ（60 円/日）

（患者負担については、原則 60 円/日、指定難病患者等につ いて
は据え置き）

※３ 食費・光熱水費分 ＋０．０９％ 
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配分に当たっては、令和７年度補正予算の効果を減じることのないよう、
施設類型ごとのメリハリを維持する

病院 ＋0.40％
医科診療所 ＋0.02％
歯科診療所 ＋0.01％
保険薬局 ＋0.01％

※４ 令和６年度改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 ＋０．４４％ 

再診料・入院料に包括



令和８年度労災診療費改定への要望（労災・自賠責委員会）

重点要望
順 位

項 目 要 望 項 目

１

［指導・管理料］
就労指導料や社会復帰
への評価の拡充

社会復帰支援指導料及び就労復帰指導料や加算の新設

２

［指導・管理料］
【新設】高齢労災被災
者に対する管理料又は
加算

高齢労災被災者に対する管理料又は加算の新設

３
［その他］
文書料の引き上げ 療養の給付請求書取扱料及び文書料全般の引き上げ

４
［診察料］
初診料・再診料 初診料・再診料の引き上げ

５
入院・室料加算の引き
上げ 入院・室料加算の引き上げによる適正化

◆ 最重点要望項目（１０項目）と対応状況
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重点要望
順 位

項 目 要 望 項 目

６
［処置料］
ギプスに対する評価

ギプス包帯管理加算、管理料の新設、四肢加算への対象追加
に対する評価

７
［処置料］
絆創膏固定術の適応
部位の拡大

絆創膏固定術の適応部位の拡大

８
［処置料］
四肢加算の対象拡大

四肢（鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む）の傷病に係る処置等
の対象拡大肩の骨折時に胸部固定を行った場合の対象拡大

９
［診察料］
救急医療管理加算の
引き上げ

救急医療管理加算の引き上げ

１０
［手術料］
感染患者手術の評価
の新設

感染症患者手術への加算の新設

令和８年度労災診療費改定への要望（労災・自賠責委員会）
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労災レセプトオンライン請求について
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労災レセプト電算処理システムについて

労災レセプト電算処理システムは、労災指定医療機関等が電子レセプ

トをオンライン又は電子媒体により都道府県労働局に提出し、
都道府県労働局において、受付、審査及び請求支払業務を行い、
労災指定医療機関等が労働者災害補償保険診療費を受け取る仕組み
のことである。

労災レセプト電算処理システム

電子情報処理組織の使用による労災診療費請求又は光ディスク等を
用いた労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書１件につ
き５点を算定することができる。
令和６年６月の労災改定で令和８年５月診療分までの延長が決定され
ている。

労災電子化加算 5点
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労災レセプト電算処理システムについて

厚生労働省作成のパンフレットより引用
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労災保険指定医療機関向け（病院、診療所）
平成2８年４月1日以降に、労災レセプト電算処理システムを導入した労災
指定医療機関については、導入支援金を申請することができます。
※今年度は令和8年2月27日で一旦終了となります。

労災レセプト電算処理システムについて

システム導入に係る費用の一部支援について

https://www.rourece.mhlw.go.jp/
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労災オンラインレセプトの普及状況について

■「医科・歯科」／「調剤」別の普及率

（「医科」「歯科」の内訳）

令和 ５ 年度 医科・歯科 調剤 合計

労災指定機関数 44,852 62,981 107,833

オンライン導入機関数 9,079 22,212 31,291

普及率（機関数ベース） 20.2% 35.3% 29.0%

レセプト数（紙＋電子） 244,933 78,966 323,899

レセプト数（電子） 95,768 34,144 129,912

普及率（レセ件数ベース） 39.1% 43.2% 40.1%

令和 ６ 年度 医科・歯科 調剤 合計

労災指定機関数 44,961 63,885 108,846
オンライン導入機関数 10,369 25,076 35,445
普及率（機関数ベース） 23.1% 39.3% 32.6%

レセプト数（紙＋電子） 245,102 79,702 324,804

レセプト数（電子） 106,250 38,979 145,229

普及率（レセ件数ベース） 43.3% 48.9% 44.7%

令和５年度 医科 歯科 合計

労災指定機関数 40,224 4,628 44,852

オンライン導入機関数 9,036 43 9,079

普及率（機関数ベース） 22.5% 0.9% 20.2%

○ 労災指定医療機関や労災指定薬局における労災オンラインレセプトの普及促進を図るため、周知広報や、ソフ
ト購入に係る費用の一部を導入支援金として支払う事業を平成28年度から実施しているところ、今年度において
も同事業を実施しており、今後も普及促進を図ることとしている。（実績は下表のとおり）
○ また、単に事業を継続するのではなく、手続き面で普及促進の隘路となっているところは、順次見直しを進め
るなどしながら、更なる普及促進を図る。

23.1%

39.3%

32.6%

0%

10%

20%

30%

40%
医科歯科

調剤

合計
43.3%

48.9% 44.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
医科歯科

調剤

合計

普及率の推移（機関数ベース） 普及率の推移（レセ件数ベース）
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労災診療費の電子レセプト審査に係る

事前点検業務の外部委託について
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労災診療費の電子レセプト審査に係る事前点検業務の外部委託とは？

■開始時期：
○令和２年 ３月～

■内容：

○労災診療費の審査の効率化及び円滑化のため、電子システムにて提出された
労働者災害補償保険診療費請求書の事前審査点検を委託業者（株式会社エヌ・テ
ィ・ティ・データ）が行う。
※医科レセプトは入院外のうち請求額が 10 万円未満のレセプトが対象

・実施状況：
〇令和６年度は下記の地域で実施し全国の労働局で実施完了となっている。
①令和６年  9月 神奈川労働局
②令和６年10月 京都労働局、佐賀労働局、長崎労働局
③令和６年11月 富山労働局、愛知労働局、鳥取労働局
④令和６年12月 青森労働局、宮城労働局、山形労働局、静岡労働局

概 要
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点検・審査フロー

紙レセプト
（70％）

電子レセプト
（30％）

受 付

コンピュータチェック（CC）

形式チェック
算定要件
チェック

縦覧点検 突合点検

AIスクリーニング

要確認リスト
・非入院（10万円未満）

ホワイトリスト
・非入院（10万円未満）

査定あり 診療費審査委員会 査定なし

外部委託業者による審査

一次審査

二次審査

労働局

自動疑義貼付あり
※一部査定に関係ない疑義付箋を除く

レセプト数
約４割

レセプト数
約５割

職員の審査職員の確認

ブルーリスト
・入院

・非入院（10万円以上）

レセプト数
約１割

・ＡＩスクリーニング後の10万円未満の非入院のレセプトを
外部委託業者により審査
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労災における医療DXへの取組について
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○ 国が「労災版共通算定モジュール」を開発し、医療機関等に対して提供する。

○ また、医療保険では「共通算定モジュール」の追加機能として「請求支援機能」（レセプト作成・レセプト請求

を行う機能）の開発を行っており、労災保険においても同様の機能拡張を見据えた開発を行う。

２  事業概要

３  事業スキーム・実施主体等

○「診療報酬改定DX」は進化するデジタル技術を最大限に活用し、２年毎の診療報酬改定に伴う医療機関等におけ

る負担の極小化を目指している。

○ 現在、医療保険ではレセコンに内蔵されている計算機能を「共通算定モジュール」として開発し、令和８年度の

診療報酬改定に合わせて、クラウド上等で医療機関等に対して提供することを予定している。

○ 労災保険としても健康保険の「共通算定モジュール」を開発している支払基金と連携しつつ、「労災版共通算定

モジュール」の開発に取り組み、令和10年度の診療報酬改定に合わせて運用開始を目指す。

○ なお、労災保険として「診療報酬改定DX」への取組を進めていくことが、将来的にレセプトのオンライン請求

の普及促進に大きな効果が見込まれると考えている。

１  事業の目的

労災保険における医療DXの推進のための
「労災版共通算定ジュール」の開発

医 療 機 関

レ セ プ ト コ ン ピ ュ ー タ

労災版共通算定モジュール

厚 生 労 働 省

計 算 要 求

計 算 結 果

開 発 ・ 運 用

ク ラ ウ ド

診 療 報 酬 改 定

※ 医 療 保 険 の 「 共 通 算 定 モ ジ ュ ー ル 」 と の 連 携 に つ い て は 今 後 調 整
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労災申請アシストサイトの構築概要

クラウド上に労災申請アシストサイトを構築することにより、被災者の申請書作成の負担及び持ち回りの負担を大幅に軽減させ、

電子申請率の大幅な向上を見込みます。

労働災害発生 療養の開始 被災者の申請 保険給付

監督署／本省

通院

事業主

支給

・被災者による持ち回り不要
（システムによる自動回覧）

・必要な情報を１度だけ入力

労災申請
アシストサイト

署名・証明

請求作成支援
署名・証明

請求作成
回覧先設定

労災指定
医療機関

被災者 被災者
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労災保険給付関係手続きの課題対応の方向性

あるべき姿現状の課題(被災者の負担)

被災者側の申請負担の軽減に向け、手続きの利便性向上・ワンス・オンリー化を実現するため、クラウド上に
「労災申請アシストサイト」を構築し、電子申請率向上を図ります。

解決方向性
✓ 過去申請内容を活用し、申請時の入力負担を軽減する
✓ オンラインで事業主・医療機関等の署名・証明が得られる仕組みを構築する

対策案
（検討中）

✓ 継続申請簡略化に向けたQRコードの活用
✓ クラウドに労災申請アシストサイトを構築してe-Govと連携

１．申請書記入の負担
記入項目の多さ、同一事項の再記入

２．署名・証明の負担
事前証明必須、各所への申請書持ち回り

• 最低限の必要事項のみの記入で労災申請できる

  (継続申請はワンス・オンリーでさらに負荷軽減)

• 各所へ持ち回らずに署名・証明が可能である

予定スケジュール（休業（補償）等給付《継続》）

年度 令和７年度 令和８年度
令和９年度～

Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

労災申請
 アシストサイト

設計・開発 運用・保守調達
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Japan Medical Association

日本医師会
労災・自賠責委員会について

77



Japan Medical Association

労災・自賠責委員会について

臼 井 正 明（岐阜県医師会副会長）
内 田 一 郎（大分県医師会副会長）
伊 藤 真 一（山口県医師会専務理事）
岩 井    誠（奈良県医師会副会長）
大 輪 芳 裕（愛知県医師会副会長）
奥 寺 良 之（青森県医師会副会長）
子 田 純 夫（東京都労災・自賠責委員会委員長）
片 岡 紀 和（三重県医師会常任理事）
城之内  宏 至（茨城県医師会常任理事）
永 濵  要（大阪府医師会理事）

【2024年・2025年度年度 労災・自賠責委員会委員】
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Japan Medical Association

労災・自賠責委員会について

昭和５９年の委員会発足より、長い歴史の中で、類似した事案、
問題について幾度となく検討し、議論尽くされてきたものもいくつ
かある。

労災保険及び自賠責保険に関する各地の問題を解決するため
に、実務委員会として設置。
各地域の対応状況により、過去の答申を踏まえ問題事項を検
討。さらにメーリングリストで随時検討。
必要に応じて、関連団体等からのヒヤリング。
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労災・自賠責委員会スケジュール

2025年

１月 ２月
３
月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

フリーディスカッション
必要に応じ関係団体からのヒヤリング等

労災改定要望のとりまとめ

委
員
会
活
動
の
ま
と
め

随時、メーリングリスト等で情報を共有し検討

損
保
側
意
見
交
換
会

報告書を取りまとめる
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労災・自賠責委員会の活動内容

【労災保険】
■各地域で発生している問題の検討

Ex)請求トラブル、返戻事例等

（委員会に加えメーリングリストを設けその都度検討）

■令和８年度労災診療費改定の要望とりまとめ

■厚生労働省との意見交換会
（１）高齢労働者や外国労働者と労災について
（２）労災と柔道整復師について
（３）労災における医療DXへの取組みについて
（４）審査について
（５）通勤災害に関する厚労省の考え方
（６）休業認定の認定基準について
（７）労災と骨粗鬆症
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労災・自賠責委員会の活動内容

【自賠責保険】
■各地域で発生している問題の検討

Ex)損保会社とのトラブル、柔整師の問題等

（委員会に加えメーリングリストを設けその都度検討）

■日本損害保険協会、損害保険料率算出機構との意見交換
    会を実施
（１） 物件事故扱いの自賠責保険の取扱いについて
（２） 医業類似行為について
（３） 1．茨城県医師会 交通事故診療における健康保険使用

に関するアンケートについて
 2．健保使用の問題（一括払い含む）
（４） 愛知県医師会 自賠責診療に係る協議の場に、損保

協会非加盟の保険会社等の参加を求める件について
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【参考】 労災・自賠責委員会の活動内容

【その他】
前期は、医業類似行為等の問題については、関係省庁へのヒ

ヤリングとして厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室

長より、柔道整復療養費検討専門委員会の検討状況などを踏

まえて、講演をいただき、その後意見交換などを行った。
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ご清聴ありがとうございました
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